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公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱

昭和４２年 ２月２１日閣議決定

第１章 総則

（目的）
この要綱は、公共事業の施行に伴う公共補償の基準の原則的な大綱を定め、もつて第１条

公共事業の円滑な遂行と適正な公共補償の確保を図ることを目的とする。

（公共補償）
公共補償は、公共事業の施行によりその機能を廃止し、若しくは休止することが必第２条

要となる起業地内の公共施設等に対する補償又は第３章の規定により公共事業の起業者が
行なう費用の負担とする。

（定義）
この要綱において「公共事業」とは、土地収用法その他の法律により土地等を収用第３条

し、又は使用することができる事業をいう。
２ この要綱において「公共施設」とは、公共事業の用に供する施設をいう。
３ この要綱において「公共施設等」とは、公共施設及び村落共同体その他の地縁的性格を
有するものが設置し、又は管理する施設で公共施設に類するものをいう。

４ この要綱において「機能回復」とは、公共事業の施行により廃止し、又は休止すること
が必要となる起業地内の公共施設等の機能を、当該機能を構成している諸要素を、総合的
にみて、技術的、経済的に可能な範囲で、合理的な形で再現し、又は復元することをいう。
この場合において、従前の公共施設等の機能が廃止されるときは、再現のための工事は、
その廃止前に完了するものとし、従前の公共施設等の機能が休止されるときは、その休止
期間中従前の公共施設等の機能に代わる仮施設の建設等を行なうものとする。

（補償の方法）
公共補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合第４条

には、公共事業の起業者が代替の公共施設等を建設し、若しくは公共施設等を移転するこ
と又は公共施設等の従前の機能を維持するための障害防止等の措置をとること（以下この
条において「現物補償」と総称する。）によることができる。
一 法令の規定により現物補償とすることが命ぜられた場合
二 公共事業に係る工事の施行上現物補償とすることが技術的、経済的に合理的と認めら
れる場合

三 前二号のほか、現物補償とすることがやむを得ないと認められる場合
２ 公共補償を金銭をもつてする場合においては、原則として、渡し切りとするものとする。
３ 現物補償の場合においては、公共事業の起業者は、現物補償に係る工事を完了したとき
は、直ちに当該工事に係る公共施設等をその管理者となるべき者に引き渡すものとする。

（適用除外）
法令の規定により、又は公共事業の起業者と公共施設の管理者との間において法令第５条

の規定に基づき、若しくは法令の規定の運用についてされた協議により、公共事業の起業
者が行なうべき公共補償の範囲又は費用の負担割合につき、この要綱の全部又は一部と異
なる取扱いが定められているものについては、その限りにおいて、この要綱は、適用しな
いものとする。
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第２章 既存公共施設等に対する補償

（既存公共施設等に対する補償の原則）
公共事業の施行によりその機能を廃止し、又は休止することが必要となる起業地内第６条

の公共施設等（以下「既存公共施設等」という。）に対する補償は、機能回復が図られる
よう行なうものとする。

２ 既存公共施設等の機能回復は、既存公共施設等と同じ種類の施設（以下「同種施設」と
いう。）によつて行なうものとする。ただし、既存公共施設等と異なる施設（以下「異種
施設」という。）によることが技術的、経済的に合理的と認められるときは、異種施設に
よることができる。

（土地代）
起業地外で既存公共施設等の機能回復を行なう場合においては、当該既存公共施設第７条

等に代替する公共施設等を合理的な建設地点に建設し、又は当該既存公共施設等を合理的
な移転先に移転するために必要な土地（仮施設を建設するときは、土地を使用する権利）
を取得するために要する費用を補償するものとする。

２ 既存公共施設等が土地に関する所有権以外の権利に基づき設置されている場合において
は、前項の規定にかかわらず、同種又は類似の権利を取得することがきわめて困難なとき
を除き、同種又は類似の権利を取得するために要する費用を補償するものとする。

（建設費）
既存公共施設等の機能回復が代替の公共施設等を建設することにより行なわれる場第８条

合においては、当該公共施設等を建設するために必要な費用（土地代及び建設雑費その他
通常要する費用を除く。）から、既存公共施設等の処分利益及び既存公共施設等の機能の
廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した額を補償するものとする。ただし、既存公共
施設等が国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体が管理するものである場合においてや
むを得ないと認められるときは、その限度において、既存公共施設等の機能の廃止の時ま
での財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。

２ 既存公共施設等の機能回復が当該既存公共施設等を移転することによつても行なうこと
ができる場合において、前項の規定により算定した額が次条本文の規定により算定した額
をこえるときは、同項の規定にかかわらず、同条本文の規定により算定した額を補償する
ものとする。

（移転費）
既存公共施設等の機能回復が当該既存公共施設等を移転することにより行なわれる第９条

場合においては、その移転に要する費用（仮施設の建設等に要する費用を含み、土地代及
び建設雑費その他通常要する費用を除く。）を補償するものとする。ただし、その費用の
額が前条第一項の規定により算定した額をこえるときは、同項の規定により算定した額を
補償する。

（建設雑費その他通常要する費用）
既存公共施設等の機能回復を行なう場合においては、建設雑費その他通常要する第１０条

費用で客観的に必要と認められるものを補償するものとする。

（維持管理費）
既存公共施設等の機能回復が異種施設により行なわれる場合においては、当該既第１１条

存公共施設等及び異種施設の種類、状態等に応じて、適正かつ合理的な一定期間中の維持
管理費の増加分（異種施設の維持管理費から既存公共施設等の維持管理費を控除した額を
いう。）を補償することができるものとする。

２ 既存公共施設等の機能回復が同種施設により行なわれる場合においては、次の各号の一
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に該当するときに限り、それぞれ適正かつ合理的な一定期間中の維持管理費の増加分（同
種施設の維持管理費から既存公共施設等の維持管理費を控除した額をいう。）を補償する
ことができるものとする。
一 既存公共施設等に代替する公共施設等が道路、鉄道等であって、その完成後路盤等が
安定するまでに相当の期間を要し、その間維持管理費が著しく増加すると認められる場
合

二 既存公共施設等に代替する公共施設等の機能の発揮に必要な電力料等の維持管理費が
従前に比し著しく増加すると認められる場合

（法令の規定等に基づく機能回復の特例）
既存公共施設等に代替する公共施設等を建設し、又は既存公共施設等を移転する第１２条

にあたり、法令の規定により当該公共施設等を一定の構造等のものとする義務が課されて
いる場合においては、その必要の限度において、第七条から前条までの規定により算定し
た補償額をこえる部分の一部を補償することができるものとする。

２ 既存公共施設等について法令の規定等に基づく改良事業の事業計画が権限のある機関の
許可、認可等によつて確定し、かつ、近い将来において当該事業計画に基づく改良事業が
実施されることが確実に予見される場合において、公共事業の施行によつて建設される公
共施設の構造又は事業の施行によって必要となる代替の公共施設の構造を当該事業計画に
対応したものとすることが、技術的にみて合理的で、かつ、国民経済的に著しく有利と認
められるときは、社会通念上妥当と認められる限度において、第７条から前条までの規定
により算定した補償額をこえる部分の全部又は一部を補償することができるものとする。

（一般補償基準による補償）
既存公共施設等の機能を廃止し、又は休止しても公益上支障が生じない場合にお第１３条

ける補償については、第６条から前条までの規定にかかわらず、公共用地の取得に伴う損
失補償基準要綱（昭和３７年６月２９日閣議決定。以下「一般補償基準」という。）の定
めるところによるものとする。

２ 公共事業の施行により建設される公共施設により既存公共施設等の機能が完全に再現さ
れるため、当該既存公共施設等の機能を廃止しても公益上の支障が生じない場合で、社会
通念上妥当と認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該既存公共施設等に対して
は、一般補償基準の定めるところによる土地に対する補償をすれば足りるものとする。

第７条から第１２条までの規定により算定した補償額が一般補償基準の定めると第１４条
ころにより算定した補償額に満たない場合における補償については、第６条から第１２条
までの規定にかかわらず、一般補償基準の定めるところによることができるものとする。

（未完成の公共施設等に対する補償）
起業地内にある工事に着手した公共施設等で使用が開始されていないものについ第１５条

ては、施工済みの部分について、既存公共施設等に準じて補償することができるものとす
る。

第３章 公共施設等の損傷等に対する費用の負担

（自然施設の損壊に対する費用の負担）
公共事業の施行により起業地内の自然施設（自由使用に供され、かつ、地域住民第１６条

一般の生業又は日常生活に欠くことのできない公共的機能を果たしていると認められる自
然の状態をいう。）が損壊される場合において、当該自然施設に代替する機能を果たす公
共施設の設置を余儀なくされる特別の事情があると客観的に認められるときで、地方公共
団体が社会的、経済的にみて必要な代替の公共施設を建設するときは、公共事業の起業者
は、これに必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。
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（工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担）
公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい第１７条

低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、公共施設等の管理者
又は地方公共団体が、これを防止し、又は除去するために、当該公共施設等の機能を代替
する仮施設の建設等又は当該公共施設等の機能を維持するための補修、模様替え等を行な
うときは、公共事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を負担
することができるものとする。

（工事の施行に伴う一時的な行政需要の増大に対する費用の負担）
公共事業に係る工事の施行により行政需要の一時的な著しい増加による地方公共第１８条

団体の財政上の負担の増大が生ずる場合において、地方公共団体が当該行政需要の増加に
見合う財政支出をしなければ公共事業の施行上著しい支障を生ずることとなるときで、地
方公共団体が当該公共事業の工事期間中及び残務整理期間中の行政需要を充足するために、
必要な公共施設を建設する等当該行政需要を充足するための財政支出をするときは、公共
事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を、起業者が直接間接
に利益を受ける限度において、負担することができるものとする。ただし、前条の規定に
より負担できるものについては、同条の規定による。

（完成した施設に起因する公共施設等の損傷等に対する費用の負担）
完成した公共施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下第１９条

で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、公共施設等の管理者又は
地方公共団体が、これを防止し、又は除去するために、公共施設等の建設等を行なうとき
は、公共事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を負担するこ
とができるものとする。


